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難
聴
児
の
健
全
な
発
達
を

支
援
す
る
た
め
、
身
体
障
害

者
手
帳
に
該
当
し
な
い
軽
・

中
度
の
難
聴
児
に
対
し
、
補

聴
器
購
入
費
の
一
部
を
補
助

し
ま
す
。

▽
補
助
対
象

　
町
内
在
住
で
次
の
す
べ
て

に
該
当
す
る
人

①
18
歳
未
満
の
人

②
両
耳
の
聴
力
レ
ベ
ル
が
い

ず
れ
も
40
デ
シ
ベ
ル
以
上

で
、
身
体
障
害
者
手
帳
の
交

付
対
象
と
な
ら
な
い
人

③
（
一
社
）
日
本
耳
鼻
咽
喉

科
学
会
が
指
定
し
た
精
密
聴
力

検
査
機
関
（
県
内
で
は
群
馬
大

学
医
学
部
附
属
病
院
）
の
医
師

が
、
補
聴
器
を
装
用
す
る
こ
と

に
よ
り
、
言
語
の
習
得
な
ど
に

お
い
て
効
果
が
期
待
で
き
る
と

判
断
し
た
人

※

町
民
税
（
所
得
割
）
が
46
万

円
以
上
の
世
帯
員
が
い
る
人
、

労
災
保
険
に
よ
り
補
聴
器
購
入

の
助
成
を
受
け
ら
れ
る
人
は
対

象
と
な
り
ま
せ
ん
。

▽
補
助
金
額

補
聴
器
の
種
類
に
よ
り
異
な

り
ま
す
。
詳
し
く
は
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▽
申
請
方
法

申
請
を
希
望
す
る
人
は
、
事

前
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

（
購
入
後
の
申
請
は
不
可
）

▽
申
請
・
問
合
せ
先

健
康
課
福
祉
係
　
☎
64―

８

８
０
３
（
直
通
）

　
長
崎
で
、
原
爆
の
被
害
や

平
和
の
大
切
さ
を
学
び
、
新

聞
を
作
っ
て
み
ま
せ
ん
か
？

▽
対
象
　
下
仁
田
町
に
お
住

ま
い
の
小
学
生
と
そ
の
保
護

者
で
、
戦
争
の
被
害
や
平
和

の
尊
さ
を
伝
え
る
こ
と
に
関

心
が
あ
る
方

▽
実
施
期
間
　
８
月
８
日

（
月
）
〜
11
日
（
祝
）

【
長
崎
市
泊
３
泊
４
日
】

※

長
崎
滞
在
中
、
原
爆
犠
牲

者
慰
霊
平
和
記
念
式
典
等
の

被
爆
地
の
様
子
や
被
爆
者
へ

の
取
材
を
し
て
い
た
だ
き
ま

す
。

▽
定
員
　
全
国
の
対
象
自
治

体
か
ら
18
人

（
４
年
生
以
上
の
小
学
生
１

人
と
そ
の
保
護
者
１
人
の
９

原
爆
や
平
和
に
つ
い
て

考
え
て
み
ま
せ
ん
か
？

〜
長
崎
へ
平
和
の
取
材

「
親
子
記
者
」参
加
者
募
集
〜

し
も
に
た
バ
ス・ス
ク
ー
ル

バ
ス
運
転
士
募
集

下
仁
田
厚
生
病
院

か
ら
の
お
知
ら
せ

〜
小
児
科
〜

難
聴
児
補
聴
器
購
入
費
の

一
部
補
助
に
つ
い
て

組
）

▽
参
加
費
　
長
崎
市
へ
の
交

通
費
、
宿
泊
代
、
取
材
補
助

経
費
（
１
組
あ
た
り
１
万

円
）
を
支
給
し
ま
す
。

▽
応
募
方
法
　
ハ
ガ
キ
ま
た

は
Ｅ
メ
ー
ル
で
次
の
事
項
を

書
い
て
お
送
り
く
だ
さ
い
。

①
郵
便
番
号
・
住
所
・
電
話

番
号
（
昼
間
連
絡
の
つ
く
携

帯
電
話
等
）

②
応
募
者
（
子
）
の
氏
名

（
ふ
り
が
な
）
・
性
別
・
学

年
（
28
年
度
）
・
学
校
名

③
応
募
者
（
親
）
の
氏
名

（
ふ
り
が
な
）
・
性
別

④
平
和
を
願
う
一
言
メ
ッ

セ
ー
ジ

▽
申
込
み
・
問
合
せ
先
　

〒
８
５
２―

８
１
１
７
　
長

崎
県
長
崎
市
平
野
町
７―

８

　
長
崎
市
平
和
推
進
課
内
日

本
非
核
宣
言
自
治
体
協
議
会

事
務
局

☎
０
９
５―

８
４
４―

９
９
２
３

℻
０
９
５―

８
４
６―

５
１
７
０

Ｅ
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

▽
業
務
内
容
　
し
も
に
た
バ

ス
並
び
に
ス
ク
ー
ル
バ
ス
の

平成28年度富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合予算の公表

分担金及び負担金
使用料及び手数料

県支出金
繰越金
諸収入
組合債

合　　計

科目
歳　入

問合せ先　富岡甘楽広域圏事務局　☎62－5261

予算額 構成比
1,488,552

36,307
420

27,000
9,487

36,200
1,597,966

93.1
2.3
0.0
1.7
0.6
2.3

100.0

議会費
総務費
衛生費
消防費
教育費
公債費
予備費

合　　計

歳　出 （単位：千円・％）
予算額 構成比

820
60,550

104,289
1,245,455

105,979
70,873
10,000

1,597,966

0.1 
3.8 
6.5 

78.0 
6.6 
4.4 
0.6 

100.0 

★のどのあたりがイガイガして何か引っ掛かる感じがする・・・
★圧迫感があるような感じがする・・・
★飲み込みは問題ないが、痰が絡んだような感じがする・・・

　このような漠然とした症状で耳鼻科を受診される方が少なくありません。皆さんはそのような症状のご自覚
はありますでしょうか？
　鼻、口、のどはすべてつながった空間で（耳も実はのどの奥とつながっています！）、のどの異常感はさま
ざまな原因で起こります。
　例えば、慢性扁桃炎や咽頭癌などの咽頭疾患、声帯ポリープや喉頭癌などの喉頭疾患、慢性副鼻腔炎やアレ
ルギー性鼻炎などの鼻副鼻腔疾患、慢性甲状腺炎や甲状腺腫瘍などの甲状腺疾患など耳鼻咽喉科の病気もあれ
ば、びまん性食道炎や胃食道逆流症、食道憩室などの食道の病気であることもあります。少し難しい解剖用語
を並べましたが・・・要はすべてつながった空間なので、いろいろな原因で“のど”の違和感が起こるのです。
患者さんが“のどの違和感”で来院されると、私たちは鼻副鼻腔、口腔、上咽頭、中咽頭、下咽頭、喉頭、頸部全
体を視診したり（目で見て診察）、触診したり（触って診察）します。そのほか、エコー(超音波)検査や内視鏡
（カメラ）、レントゲンやＣＴなどの画像検査を駆使して何か病気がないかを調べます。（日本頭頸部癌学会
HPから引用）

　エコーの検査は特に痛みもなく、超音波がでる機械を、ゼリーを塗った首にあてるだけの検査で比較的簡便
な検査になります。また、内視鏡というと胃カメラが有名ですが、耳鼻科の内視鏡は鼻に軽く麻酔をして、鼻
から細い管状のカメラ（内視鏡）を挿入して行う検査です。鼻の中や、上中下の咽頭という鼻の奥から食道の
入り口まで、それと喉頭と呼ばれる部分を順番に一度で診察します。咽頭喉頭という部分が患者さんにとって
の“のど”にあたります。一般的によく知られている「胃カメラ」は正式には上部消化管内視鏡といって食道や
胃、十二指腸を診察する検査ですが、耳鼻科の内視鏡は「胃カメラ」より細いカメラで、短時間で検査ができ
る点からも患者さんの負担が少ないのがメリットになります。しかし、診察範囲は食道の入り口までと診断範
囲が限られているのが問題です。耳鼻科領域に明らかな異常がなくても、食道の病気が潜んで“のどの違和感”が
でている場合もあるので、耳鼻科医から胃カメラを提案することが多々あるのはそのような理由からなので
す。
　のどの違和感が続いているのに、視診、触診、エコー、内視鏡、ＣＴなどの各種検査で特に病変がなく全身
的な原因もないような場合に、咽喉頭異常感症という診断になります。しかし、一度の診察だけではなく、や
はり定期的にのどの診察をうけることがさまざまな病気の早期発見につながり重要になってきますので、違和
感が続いている方は数か月に１回の耳鼻科の受診をお願いしています。
　先ほどからお話ししているとおり、一概に“のどの違和感”といっても様々な原因が考えられますので、ぜひ一
度耳鼻科を受診してみることをお勧めいたします。
　今後も耳鼻科がみなさんの心身ともに健康を維持するための身近な科になっていければ幸いです。
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の“のど”にあたります。一般的によく知られている「胃カメラ」は正式には上部消化管内視鏡といって食道や
胃、十二指腸を診察する検査ですが、耳鼻科の内視鏡は「胃カメラ」より細いカメラで、短時間で検査ができ
る点からも患者さんの負担が少ないのがメリットになります。しかし、診察範囲は食道の入り口までと診断範
囲が限られているのが問題です。耳鼻科領域に明らかな異常がなくても、食道の病気が潜んで“のどの違和感”が
でている場合もあるので、耳鼻科医から胃カメラを提案することが多々あるのはそのような理由からなので
す。
　のどの違和感が続いているのに、視診、触診、エコー、内視鏡、ＣＴなどの各種検査で特に病変がなく全身
的な原因もないような場合に、咽喉頭異常感症という診断になります。しかし、一度の診察だけではなく、や
はり定期的にのどの診察をうけることがさまざまな病気の早期発見につながり重要になってきますので、違和
感が続いている方は数か月に１回の耳鼻科の受診をお願いしています。
　先ほどからお話ししているとおり、一概に“のどの違和感”といっても様々な原因が考えられますので、ぜひ一
度耳鼻科を受診してみることをお勧めいたします。
　今後も耳鼻科がみなさんの心身ともに健康を維持するための身近な科になっていければ幸いです。

『咽喉頭異常感』『咽喉頭異常感』『咽喉頭異常感』　『咽喉頭異常感』　
下仁田厚生病院　耳鼻咽喉科　多田　紘恵

病気と健康シリーズ　

info@
nucfreejapan.com

運
転
業
務

▽
募
集
人
員
　
１
名

▽
応
募
資
格
　
大
型
二
種
運

転
免
許
を
有
す
る
こ
と

▽
採
用
期
日
　
平
成
28
年
４

月
か
ら

▽
勤
務
時
間
　
勤
務
ダ
イ
ヤ

に
よ
る

▽
申
込
み
　
左
記
連
絡
先
に

直
接
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

※

日
程
等
調
整
の
う
え
、
面

接
を
実
施
し
ま
す
の
で
履
歴

書
を
ご
持
参
下
さ
い
。

▽
申
込
み
・
問
合
せ
先
　
し

も
に
た
バ
ス
並
び
に
ス
ク
ー

ル
バ
ス
運
転
管
理
委
託
先
上

信
ハ
イ
ヤ
ー
㈱
　
☎
０
２
７

―

３
２
２―

７
８
５
４

　
４
月
は
、
乳
幼
児
検
診
、

就
学
時
健
診
等
の
た
め
、
15

日
（
金
）
、
20
日
（
水
）
、

22
日
（
金
）
の
午
後
、
医
師

が
不
在
に
な
る
時
間
が
あ
り

ま
す
。

▽
問
合
せ
先
　
下
仁
田
厚
生

病
院
　
☎
82―

３
５
５
５

　4月6日（水）から15日（金）までの10日間、春の全国交通
安全運動が実施されます。子供や高齢者を見かけたときは、急
な飛び出しや不用意な横断など危険な行動をとる人がいること
に注意し、子供や高齢者の安全を守る運転を心がけましょう。
　初日の４月６日(水)には特別街頭指導を行う予定です。
　群馬県交通対策協議会年間スローガン
「安全は　小さな注意の　積み重ね」
問合せ先　総務課 地域安全係　☎82-2110

春の全国交通安全運動
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さくらの里イベント情報
　妙義山の麓にある「さくらの里」は４７ｈaの敷地に約４５種、
５，０００本の桜が植えられており、４月中旬～５月上旬まで
様々な桜を楽しむことができます。是非お出かけください。
日　　時　５月３日（祝）１０時から（雨天の場合は４日に順
延）
場　　所　群馬県「さくらの里」管理棟周辺
内　　容　野点による抹茶の無料サービス等
緑化ＰＲ　緑化募金・苗木の配布(ボケ・ブルーベリー・
　　　　　サトザクラ・ライラック・ミツバツツジを配布予定)
主　　催　下仁田町観光協会（下仁田町観光案内所内）
　　　　　☎６７－７５００

申込期間　３月２８日(月)～　　※土日祭日を除く　９時～１７時まで
申込み・問合せ先
「群馬県森林・緑整備基金　調査設計課」に電話又はＦＡＸにて申込みください。申し込みの際は必ず、住
所・氏名・年齢・電話番号をお知らせください。なお、定員になり次第締め切らせていただきます。
☎０２７－２１２－６２９５　FAX０２７－２１２－６２９６
※荒天の場合、中止することがありますので、下記に問合せください。
当日連絡先「さくらの里」管理事務所　☎８２－２４００

さくらの里イベント情報さくらの里イベント情報さくらの里イベント情報さくらの里イベント情報地域おこし協力隊を紹介します地域おこし協力隊を紹介します地域おこし協力隊を紹介します地域おこし協力隊を紹介します
■さくら観察会
日　　時　４月１７日(日)　１０時～１５時
　　　　　※現地受付・集合は９時３０分～
集合場所　県立森林公園「さくらの里」中央園地駐車場
講　　師　公益財団法人日本花の会
　　　　　主任研究員　和田博幸　先生
定　　員　２０名
参加費　　２００円(保険代金等含む)
当日の服装　山歩きができる服装
用意するもの　ルーペ・筆記用具・弁当・飲料水・雨具等

■春の写真教室
日　　時　４月２４日(日)　１０時～１５時
　　　　　※現地受付・集合は９時３０分～
集合場所　県立森林公園「さくらの里」中央園地駐車場
講　　師　公益社団法人日本写真家協会(Ｊ・Ｐ・Ｓ)会員  飯田秀雄先生　
　　　　　公益社団法人日本写真協会(Ｐ・Ｓ・Ｊ)会員
定　　員　２０名
参加費　　２００円(保険代金等含む)
当日の服装　山歩きができる服装
用意するもの　カメラ・三脚・弁当・飲料水・雨具等

■さくら観察会
日　　時　４月２９日(祝)　１０時～１５時
　　　　　※現地受付・集合は９時３０分～
集合場所　県立森林公園「さくらの里」中央園地駐車場
講　　師　日本花の会　桜の名所づくりアドバイザー
　　　　　植物研究家　西田尚道　先生
定　　員　２０名
参加費　　２００円(保険代金等含む)
当日の服装　山歩きができる服装
用意するもの　ルーペ・筆記用具・弁当・飲料水・雨具等

　下仁田町地域おこし協力隊として一年が過ぎま
した。ジオパークの担当としてイベントなど推進
活動に携わってきました。学術的な側面を持つ、
ジオパークを分かり易く訪れたお客様に伝え、楽
しんでいただけるか？を念頭にガイドマニュアル
の作成等に携わりました。また、協力隊原案企画
として、よしもと×かんぽ生命の企画で下仁田町
が舞台の30秒CMを作製しました。下仁田町の
魅力を沖縄国際映画祭において全国にPRしたい
と考えています。WEB上での投票にて上位5名
が沖縄で頂点を競い合います！皆様の1票が下仁
田町、更には群馬県の力になります！投票を宜し
くお願い致します！

▲地域おこし協力隊全国サミ
ットで活動報告

◀小池隊員が制作したご当地
CM映像作品へ投票をお願い
します。

①小池　準　②３３歳　③藤岡市
④観光推進・ジオパーク運営として観光課で活動

　２０１５年５月から下仁田町地域おこし協
力隊として着任しました渡辺拓巳と申しま
す。
　着任してもうじき１年、私は「荒船の湯」
にて職務をこなしつつ、３年後を見据えなが
ら協力隊の活動をしています。現在は西下仁
田方面の地域活性化の一環として「あらふね
マルシェ」という食の市を企画しています。
必要と思われるような地域の行事となれば何
よりです。

▲隊員が企画から制作まで携
わったバッチ

隊員が皮を伸ばし焼いた餃子▲

①渡辺拓己　②３３歳　③埼玉県さいたま市　
④観光協会企画マネージャーとして荒船の湯
　で活動

　初めまして、この度地域お越し協力隊の食の伝承とし
てやって参りました沼田香輝と申します。今は勤務のほ
とんどを一番さんで修行させていただいています。
　出身は神奈川県川崎市、年齢は23歳です。以前は池
袋で飲食店の店長として仕事しておりました。
　現在下仁田に来て２ヶ月近くたちますが、本当に地域
の方やお客様、役場の方にお世話になっております。本
当に毎日が充実しており、様々な勉強をさせていただい
ております。少しずつではありますが、もっと地域に馴
染んで行事等にもお力添え出来ることがあればしたいと
考えております。まだまだ若輩者ではございますがどう
ぞよろしくお願いいたします。

①沼田香輝　②２３歳　③神奈川県川崎市
④食の伝承事業で飲食店「一番」で活動

①氏名　　　　　　②年齢　　　　　　③出身地　　　　　　④活動概要
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さくらの里イベント情報
　妙義山の麓にある「さくらの里」は４７ｈaの敷地に約４５種、
５，０００本の桜が植えられており、４月中旬～５月上旬まで
様々な桜を楽しむことができます。是非お出かけください。
日　　時　５月３日（祝）１０時から（雨天の場合は４日に順
延）
場　　所　群馬県「さくらの里」管理棟周辺
内　　容　野点による抹茶の無料サービス等
緑化ＰＲ　緑化募金・苗木の配布(ボケ・ブルーベリー・
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「群馬県森林・緑整備基金　調査設計課」に電話又はＦＡＸにて申込みください。申し込みの際は必ず、住
所・氏名・年齢・電話番号をお知らせください。なお、定員になり次第締め切らせていただきます。
☎０２７－２１２－６２９５　FAX０２７－２１２－６２９６
※荒天の場合、中止することがありますので、下記に問合せください。
当日連絡先「さくらの里」管理事務所　☎８２－２４００

さくらの里イベント情報さくらの里イベント情報さくらの里イベント情報さくらの里イベント情報地域おこし協力隊を紹介します地域おこし協力隊を紹介します地域おこし協力隊を紹介します地域おこし協力隊を紹介します
■さくら観察会
日　　時　４月１７日(日)　１０時～１５時
　　　　　※現地受付・集合は９時３０分～
集合場所　県立森林公園「さくらの里」中央園地駐車場
講　　師　公益財団法人日本花の会
　　　　　主任研究員　和田博幸　先生
定　　員　２０名
参加費　　２００円(保険代金等含む)
当日の服装　山歩きができる服装
用意するもの　ルーペ・筆記用具・弁当・飲料水・雨具等

■春の写真教室
日　　時　４月２４日(日)　１０時～１５時
　　　　　※現地受付・集合は９時３０分～
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用意するもの　カメラ・三脚・弁当・飲料水・雨具等
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日　　時　４月２９日(祝)　１０時～１５時
　　　　　※現地受付・集合は９時３０分～
集合場所　県立森林公園「さくらの里」中央園地駐車場
講　　師　日本花の会　桜の名所づくりアドバイザー
　　　　　植物研究家　西田尚道　先生
定　　員　２０名
参加費　　２００円(保険代金等含む)
当日の服装　山歩きができる服装
用意するもの　ルーペ・筆記用具・弁当・飲料水・雨具等

　下仁田町地域おこし協力隊として一年が過ぎま
した。ジオパークの担当としてイベントなど推進
活動に携わってきました。学術的な側面を持つ、
ジオパークを分かり易く訪れたお客様に伝え、楽
しんでいただけるか？を念頭にガイドマニュアル
の作成等に携わりました。また、協力隊原案企画
として、よしもと×かんぽ生命の企画で下仁田町
が舞台の30秒CMを作製しました。下仁田町の
魅力を沖縄国際映画祭において全国にPRしたい
と考えています。WEB上での投票にて上位5名
が沖縄で頂点を競い合います！皆様の1票が下仁
田町、更には群馬県の力になります！投票を宜し
くお願い致します！
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ットで活動報告

◀小池隊員が制作したご当地
CM映像作品へ投票をお願い
します。

①小池　準　②３３歳　③藤岡市
④観光推進・ジオパーク運営として観光課で活動

　２０１５年５月から下仁田町地域おこし協
力隊として着任しました渡辺拓巳と申しま
す。
　着任してもうじき１年、私は「荒船の湯」
にて職務をこなしつつ、３年後を見据えなが
ら協力隊の活動をしています。現在は西下仁
田方面の地域活性化の一環として「あらふね
マルシェ」という食の市を企画しています。
必要と思われるような地域の行事となれば何
よりです。

▲隊員が企画から制作まで携
わったバッチ

隊員が皮を伸ばし焼いた餃子▲

①渡辺拓己　②３３歳　③埼玉県さいたま市　
④観光協会企画マネージャーとして荒船の湯
　で活動

　初めまして、この度地域お越し協力隊の食の伝承とし
てやって参りました沼田香輝と申します。今は勤務のほ
とんどを一番さんで修行させていただいています。
　出身は神奈川県川崎市、年齢は23歳です。以前は池
袋で飲食店の店長として仕事しておりました。
　現在下仁田に来て２ヶ月近くたちますが、本当に地域
の方やお客様、役場の方にお世話になっております。本
当に毎日が充実しており、様々な勉強をさせていただい
ております。少しずつではありますが、もっと地域に馴
染んで行事等にもお力添え出来ることがあればしたいと
考えております。まだまだ若輩者ではございますがどう
ぞよろしくお願いいたします。

①沼田香輝　②２３歳　③神奈川県川崎市
④食の伝承事業で飲食店「一番」で活動

①氏名　　　　　　②年齢　　　　　　③出身地　　　　　　④活動概要



27 26下仁田町役場　☎０２７４－８２－２１１１（代表）

観光PR＆販路拡大戦略チーム
「イベント物産販売事業者」募集（登録制）

家族支援 介護者の集い『ちょっとひといきサロン』のご案内家族支援 介護者の集い『ちょっとひといきサロン』のご案内家族支援 介護者の集い『ちょっとひといきサロン』のご案内

　県内外で行われる自治体等が主催するイベントやお祭りで、下仁田町のＰＲを兼ねて、自らが取り扱う特産物や農産
物など（仕入れ可）を販売する事業者を募集します。
　登録制とさせていただき、各自治体や実行委員会から町などに参加要請があった場合、登録者していただいた方々
に、出店意向を確認の上、下仁田町の「観光PR物産販売事業者」として出店・販売していただきます。

　平成28年4月より介護をしている家族の方を対象とする会を年間6回開催することになりました。
介護をしていると息抜きの場がなかったり、本当は近所や友人に相談したいことでも誰に相談したら良いのか
分からなかったこともあったと思います。また、介護をしていた方には今までの経験談を話していただきたい
と思います。
　１人で悩まず同じ境遇の人と情報交換したり介護経験者を交えて解決方法を見つけていきませんか？

日　時　4月23日（土）10：15～12：15
会　場　特別養護老人ホーム山王　デイサービスセンター
講　師　特別養護老人ホーム山王　職員
内　容　介護保険制度の説明、介護者同士息抜き交流会、先輩介護者の経験談など自由な意見交換
対象者　65歳以上の方の介護を行っている介護者または介護を行っていた方
定　員　30名
申込み　4月15日（金）までに直接特別養護老人ホーム山王　☎67-5868へ申し込みをしてください。
※送迎希望の方は、下仁田駅または保健センター前バス停まで来て頂ければ会場まで送迎いたしますので、申
込みの際にお伝えください。
問合せ先　特別養護老人ホーム山王　☎67-5868

コメリ様隣の
建物です！！

趣旨・目的
◇町内事業者の販路拡大サポート
◇専門業者の販売によるイベントの質向上

想定されるイベント
各地域の産業祭・物産振興イベント・都市交流を目的とした
お祭り等

役割分担
事業者
①個人車を利用し、搬入・搬出を自らの責任で行う。
②ポップ、価格表、値段表示など店舗表示類を用意する。
③自らが製造・仕入れした物産販売を行う。
④観光パンフレット等を用いて観光ＰＲを行う。

特記事項
（１）下仁田町の特産品を中心として物産・観光ＰＲに寄与できる事業者であること。
（２）飲食業・惣菜業については、食品衛生法等を遵守し、食品衛生取扱責任者を明確にし、許可を得ること。
（３）出店料がかかる場合は、自らの負担とする。
　
申込み・問合せ先　観光課　☎0274-82-2111

下仁田町
①テント・販売台などを事業者へ貸出
②観光パンフレットを連携事業者へ納入
③観光ＰＲ委託金［県内５千円 / １日］

［県外１万円 / １日］を連携事業者へ支払う。
※複数事業者による参加の場合は応相談

４月１日から集落高齢者等タクシー利用券を交付します
　この事業は、公共交通の利用不便地帯（ 別表の集落又は世帯 ）に在宅する対象者に、町内で買い物や通
院などでタクシーを利用する場合、１枚につき 800円相当額の利用券を申請により発行するものです。

（有効期限：平成28年4月1日から平成29年3月31日まで、１人年間２４枚を限度とします。）
【交付対象者】　別表に記載の地域に住所を有し、かつ次の各項目のいずれかに該当される方
(1)満7０歳以上の高齢者の方
(2)身体障害者福祉法に規定する手帳交付を受けた方で、1級～３級に該当の方
(3)児童福祉法の規定に基づき療育手帳の交付を受けている方
(4)精神保健および精神障害者福祉に関する法律の規定に基づき、精神保健福祉手帳の交付を受けてい
る方
【利用方法】　利用料金に不足が生じた場合はタクシー業者に差額をお支払下さい。
　　　　　　（なお、利用券は１回乗車・１台につき最高３枚まで利用できます。）
【利用できるタクシー】　上信ハイヤー・成和自動車
【申請方法】　下仁田町役場　健康課窓口でお申し出ください。

下仁田
馬　山
小　坂
西　牧

青　倉

地　区 地　　　　域
上栗山・下栗山・高　倉　　
杣　瀬・三本杉・細　萱　
中ノ岳・松　倉・馬居沢・落　沢　
黒　川・中　野・上　野・大塩沢・萱　倉・高　立
竹の入・相　沢・屋　敷・白井平・牧　場
平　原・大北野・小北野

健康課　高齢対策係へ
☎６４－８８０４（ 直通 ）

ご不明の点は…

※七久保・桑本地区は集落バス運行のため非該当となりますが、医療機関受診等、
　タクシーを利用しないと日常生活に著しい支障がある方はご連絡下さい。

（別表）

老人クラブ会員募集について老人クラブ会員募集について

ぐーちょきシニアパスポートを配布していますぐーちょきシニアパスポートを配布しています

問合せ先　健康課　高齢者対策係　☎６４－８８０４直通

問合せ先　県庁介護高齢課　☎０２７－２２６－２５７６　下仁田町役場　健康課　高齢者対策係　☎６４－８８０４（直通）

　下仁田町老人クラブ連合会では、単位クラ
ブ会員の募集を随時行っております。
　現在は下仁田地区と馬山地区で会員の皆
さんが、仲間の友愛活動や社会奉仕、また、自
身の健康のためのスポーツ活動や県・郡の研
修などに頑張っています。
　新規クラブの設立や町連合会への再加入
も歓迎いたします。近くにクラブがないから
とあきらめないでご相談下さい。お待ちして
おります。

平成２7年度の主な行事

※２8年度も楽しい行事を検討中！

5月

６月

7月

10月

11月

12月

１月

３月

下老連グラウンドゴルフ大会

体力測定(１回目)

花いっぱい運動

郡老連グラウンドゴルフ大会

体力測定(２回目)

下老連清掃活動（社会奉仕）

郡老連作品展

松飾りづくり（社会奉仕）

下老連新年会

下老連研修旅行

日　程 イベント

　高齢者の積極的な外出を促し、地域との交流や健康維持につなげても
らうため、協賛店舗で提示すると割引などの優遇措置が受けられる「ぐー
ちょきシニアパスポート」を群馬県の依頼により配布しています。またこの
パスポートは緊急時には裏面の情報記載欄を、緊急時の連絡用カードとし
て活用できます。
対　　象　県内に在住する65歳以上で、配布を希望する方
配布場所　役場健康課窓口
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　県内外で行われる自治体等が主催するイベントやお祭りで、下仁田町のＰＲを兼ねて、自らが取り扱う特産物や農産
物など（仕入れ可）を販売する事業者を募集します。
　登録制とさせていただき、各自治体や実行委員会から町などに参加要請があった場合、登録者していただいた方々
に、出店意向を確認の上、下仁田町の「観光PR物産販売事業者」として出店・販売していただきます。

　平成28年4月より介護をしている家族の方を対象とする会を年間6回開催することになりました。
介護をしていると息抜きの場がなかったり、本当は近所や友人に相談したいことでも誰に相談したら良いのか
分からなかったこともあったと思います。また、介護をしていた方には今までの経験談を話していただきたい
と思います。
　１人で悩まず同じ境遇の人と情報交換したり介護経験者を交えて解決方法を見つけていきませんか？

日　時　4月23日（土）10：15～12：15
会　場　特別養護老人ホーム山王　デイサービスセンター
講　師　特別養護老人ホーム山王　職員
内　容　介護保険制度の説明、介護者同士息抜き交流会、先輩介護者の経験談など自由な意見交換
対象者　65歳以上の方の介護を行っている介護者または介護を行っていた方
定　員　30名
申込み　4月15日（金）までに直接特別養護老人ホーム山王　☎67-5868へ申し込みをしてください。
※送迎希望の方は、下仁田駅または保健センター前バス停まで来て頂ければ会場まで送迎いたしますので、申
込みの際にお伝えください。
問合せ先　特別養護老人ホーム山王　☎67-5868

コメリ様隣の
建物です！！

趣旨・目的
◇町内事業者の販路拡大サポート
◇専門業者の販売によるイベントの質向上

想定されるイベント
各地域の産業祭・物産振興イベント・都市交流を目的とした
お祭り等

役割分担
事業者
①個人車を利用し、搬入・搬出を自らの責任で行う。
②ポップ、価格表、値段表示など店舗表示類を用意する。
③自らが製造・仕入れした物産販売を行う。
④観光パンフレット等を用いて観光ＰＲを行う。

特記事項
（１）下仁田町の特産品を中心として物産・観光ＰＲに寄与できる事業者であること。
（２）飲食業・惣菜業については、食品衛生法等を遵守し、食品衛生取扱責任者を明確にし、許可を得ること。
（３）出店料がかかる場合は、自らの負担とする。
　
申込み・問合せ先　観光課　☎0274-82-2111

下仁田町
①テント・販売台などを事業者へ貸出
②観光パンフレットを連携事業者へ納入
③観光ＰＲ委託金［県内５千円 / １日］

［県外１万円 / １日］を連携事業者へ支払う。
※複数事業者による参加の場合は応相談

４月１日から集落高齢者等タクシー利用券を交付します
　この事業は、公共交通の利用不便地帯（ 別表の集落又は世帯 ）に在宅する対象者に、町内で買い物や通
院などでタクシーを利用する場合、１枚につき 800円相当額の利用券を申請により発行するものです。

（有効期限：平成28年4月1日から平成29年3月31日まで、１人年間２４枚を限度とします。）
【交付対象者】　別表に記載の地域に住所を有し、かつ次の各項目のいずれかに該当される方
(1)満7０歳以上の高齢者の方
(2)身体障害者福祉法に規定する手帳交付を受けた方で、1級～３級に該当の方
(3)児童福祉法の規定に基づき療育手帳の交付を受けている方
(4)精神保健および精神障害者福祉に関する法律の規定に基づき、精神保健福祉手帳の交付を受けてい
る方
【利用方法】　利用料金に不足が生じた場合はタクシー業者に差額をお支払下さい。
　　　　　　（なお、利用券は１回乗車・１台につき最高３枚まで利用できます。）
【利用できるタクシー】　上信ハイヤー・成和自動車
【申請方法】　下仁田町役場　健康課窓口でお申し出ください。

下仁田
馬　山
小　坂
西　牧

青　倉

地　区 地　　　　域
上栗山・下栗山・高　倉　　
杣　瀬・三本杉・細　萱　
中ノ岳・松　倉・馬居沢・落　沢　
黒　川・中　野・上　野・大塩沢・萱　倉・高　立
竹の入・相　沢・屋　敷・白井平・牧　場
平　原・大北野・小北野

健康課　高齢対策係へ
☎６４－８８０４（ 直通 ）

ご不明の点は…

※七久保・桑本地区は集落バス運行のため非該当となりますが、医療機関受診等、
　タクシーを利用しないと日常生活に著しい支障がある方はご連絡下さい。

（別表）

老人クラブ会員募集について老人クラブ会員募集について

ぐーちょきシニアパスポートを配布していますぐーちょきシニアパスポートを配布しています

問合せ先　健康課　高齢者対策係　☎６４－８８０４直通

問合せ先　県庁介護高齢課　☎０２７－２２６－２５７６　下仁田町役場　健康課　高齢者対策係　☎６４－８８０４（直通）

　下仁田町老人クラブ連合会では、単位クラ
ブ会員の募集を随時行っております。
　現在は下仁田地区と馬山地区で会員の皆
さんが、仲間の友愛活動や社会奉仕、また、自
身の健康のためのスポーツ活動や県・郡の研
修などに頑張っています。
　新規クラブの設立や町連合会への再加入
も歓迎いたします。近くにクラブがないから
とあきらめないでご相談下さい。お待ちして
おります。

平成２7年度の主な行事

※２8年度も楽しい行事を検討中！

5月

６月

7月

10月

11月

12月

１月

３月

下老連グラウンドゴルフ大会

体力測定(１回目)

花いっぱい運動

郡老連グラウンドゴルフ大会

体力測定(２回目)

下老連清掃活動（社会奉仕）

郡老連作品展

松飾りづくり（社会奉仕）

下老連新年会

下老連研修旅行

日　程 イベント

　高齢者の積極的な外出を促し、地域との交流や健康維持につなげても
らうため、協賛店舗で提示すると割引などの優遇措置が受けられる「ぐー
ちょきシニアパスポート」を群馬県の依頼により配布しています。またこの
パスポートは緊急時には裏面の情報記載欄を、緊急時の連絡用カードとし
て活用できます。
対　　象　県内に在住する65歳以上で、配布を希望する方
配布場所　役場健康課窓口


